
●ペットボトル（資源ごみ）は、下記の方法で出すようご協力お願いします。

お問い合わせ先：西原町役場
　　　　　　　　　　　総務部　環境安全課
　　　　　　　　　　　（098-945-5018）

ペットボトル（資源ごみ）の出し方のお願い

●ペットボトル（資源ごみ）として出してよいものは、炭酸飲料、ジュース、お
茶、ミネラルウォーター、しょう油などが入っていた容器で、下記のマークが
ある物です。

●ペットボトル（資源ごみ）は自分の区域を確認して決められた曜日の朝8
時30分までに出してください。

※ただし、年始（1月1日～1月3日）、祝日及び振替休日（6月23日慰霊の日
を含む）は資源ごみの収集が休みとなります。

●ラベル、プラスチックふたはもえるごみで出してください。
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キャップをはずして、ラ

ベルを剥いでください。

中身を残さず、軽く中

をすすいで水切りをし

てください。

踏むなどして、つぶし

てください。

透明、または半透明

のビニール袋に入れ

て出してください。

※ペットボトルを潰すことで、ご

み袋に多く入れることができ、ご

み袋の節約とごみ減量になりま

す。


